
市民からの調査請求に関する各委員からの質問事項一覧

□---- ----`1内容―•---9- - - -------

l ·氏名義の寄付が実質的に『輯爪＿I胤-『III| じ |I111 』（株）からの寄付に該当す7-- U‘I
かについて（取手市政治倫理条例第 4 条第 5 号前段）

芦の任所が·l氏の住所（闘I 翡瓢闇1|『畢眉I罰］1[闊訊』）ではなく、
（株）の本店所在地 (9庸員蘭眉li薗ll](W,\1しI[『l{饂闘凱]閾）で記載

ーーとが、実質的にi薗-馴（株）からの寄付となり、取手
市政治倫理条例第 4 条第 5 号前段『政治活動に関して会社その他の団体（政党及

び政治団体を除く）からの寄付行為』に該当すると言えるのか？

【実質的に誰からの寄付なのか】

a) 住所の記載について

・住所の記載については、単なる記載ミスの可能性もあり、それだけで法人の 9
寄付とまでは言えない。

b) 客観的証拠として公的書面による確認

・法人税の申告書で寄付金処理されているのか

・個人の確定申告書で寄付金処理されているのか

•寄付証明書の名義は誰なのか
．．．．．．．．．•一―-•::—- --

茨城県南水道企業団（代表：藤井氏）からの発注（落札）と .... 
（株）からの政治団体（取手新時代をひらく会）への寄付は因果関係が存在し、政

I 治団体（取手新時代をひらく会）が受け取った寄付金は『政治的又は道義的批判を
受けるおそれのある寄付』に該当するかについて

（取手市政治倫理条例第 4 条第 5 号後段）

2 I ① ··氏は平成··年·月··9日に『一］を落札（一
円）して間もない同年1月·冒日に一円を寄付している。この行為は、取手
市政治倫理条例第 4 条第 5 号の『政治的又は道義酌批判を受けるおそれのある寄 l
付』に該当するのか？

（次ページヘ続く） ] 



【批判を受けるおそれのある寄付とは］ l 
a) 寄付行為について 1 

・立成·年1月··日（受注額一円）に落札し、平成眉·9年1,9冒 I
I 日に一円の寄付を『取手新時代をひらく会」が受げたことについては、取 I
手市政治倫理条例第 4 条第 5 号の『政治的又は道義的枇判を受けるおそれのある

寄村』に該当する可能性がある。（現に審査請求している者が枇判している時点で

批判を受けるおそれのある行為とも言えるが、これは会社が寄付行為をしたとい

う翫提での誤認の可能性もある。）

また、··氏は他にも寄付行為があり、たまたま落札時期と重なった可能性
も否定できない。

（確認事項）

① 入札まで経緯を説明する。（入手可能な資料の収集）

② 藤井市長からの説明（必要に応じて）

③ ·冒氏からの説明（必要に応じて）

b) 具体的に『批判を受けるおそれのある寄付』とはどのような寄付なのか？

c) 法人からの寄付ではなく個人からの寄付であった場合 . 

仮に『取手市政治倫理条例第 4 条第 5 号前段』で法人からの寄付ではなく、

宵木氏個人からの寄付であると認定された場合、その行為は正常な寄付であり

『批判を受けるおそれのある寄付』には該当しないのではないか。

3
 

今回の調歪請求書は、茨城県選挙管理委員会への提出書類から端を発するもので、

提出された収支報告書に関して、問題点の有や無しやc

疑義の内容が、「取手市政治倫理条例第 4 条（政治倫理基準）第 5 号違反」とある
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